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我が国の我が国の我が国の我が国の国民主権原理に抵触する国民主権原理に抵触する国民主権原理に抵触する国民主権原理に抵触する環太平洋戦略経済連携協定（ＴＰＰ）交渉から速やかに環太平洋戦略経済連携協定（ＴＰＰ）交渉から速やかに環太平洋戦略経済連携協定（ＴＰＰ）交渉から速やかに環太平洋戦略経済連携協定（ＴＰＰ）交渉から速やかに

撤退することを要請する声明撤退することを要請する声明撤退することを要請する声明撤退することを要請する声明 
 
１ 環太平洋戦略経済連携協定（以下「ＴＰＰ」という。）は、関税及び非関税障壁一般の

撤廃を目的とする協定であり、日本やアメリカなど１２か国がその交渉に参加している。 

本年２月２５日、シンガポールにおけるＴＰＰの関係閣僚会合が決着先送りのまま閉幕

した。一部報道によれば、今後は、本年４月に主席交渉間会合が開かれ、合意のめどが立

てば５月に中国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）に合わせて周辺国で閣

僚会合を開く、とのことである。 

  自由法曹団は、以下の点から、我が国がＴＰＰ交渉から撤退することを強く要請する。 

２ 重要５項目の関税水準維持について 

ＴＰＰで農業品目の関税が撤廃されれば、政府試算によっても、国内の農林水産物の生

産高が約３兆円低下し、食糧自給率も３９％からわずか２７％へ低下するとされており、

国家の食糧安全保障を揺るがす危険性が高い。また、農林水産省の試算によれば、影響は

農業産出額の減少に留まらず、肥料、農薬、飼料、卸・小売業、運送業等の関連産業分野

でもＧＤＰ減少が農業産出額の２倍にもなりうると試算されている。 

そのため、与党である自民党も、ＴＰＰ交渉参加の判断基準として、「政府が『聖域な

き関税撤廃』を前提にする限り、交渉参加に反対する」と公約を打ち出し、コメなど重要

５項目の関税撤廃を反対する指針を明確にしていた。 

ところが、本年２月１８日、甘利明ＴＰＰ担当相は、関係閣僚会合の前に開催された日

米交渉時の記者会見において、この重要５項目についてアメリカから譲歩を迫られたた

め、「ひとつ残らず微動だにしないということでは交渉にならない」「カードをお互い何

枚か切る」などと述べ、一部項目の関税を引き下げることも視野に、交渉に当たる考えを

示している。 

重要５項目についての関税切り下げが国民生活に与える影響は、上記のように甚大であ

ることからすれば、これらを引き下げることは断じて許されない。しかし、アメリカのオ

バマ政権は、本年１１月の米中間選挙をにらみ、自国の利益を最大限にすべく、今後も我

が国に関税を切り下げるよう強く要請してくることは明白である。 

３ 非関税障壁の問題について 

ＴＰＰは、関税障壁のみならず、非関税障壁一般の撤廃をも目的としている。 

非関税障壁は、関税以外で貿易の障壁となる政策手段や制度、規定等であるが、現在交

渉されている２１分野のうち、１８の分野はこの非関税障壁撤廃と制度的取り決め等に関

するものである。そしてＴＰＰでは、非関税障壁完全撤廃が原則であり、予め例外規定を

もうけない限り自由化される方式が採用されている（ネガティブリスト方式）。 

しかし通常、これらの国家による規定等は、国民の生命、健康、財産、環境等の保護を

目的としてなされるものが大半を占めており、非関税障壁の全廃により、これら国民の重

要な利益を侵害することは明白である。 

例えば、現在の日本では、医療分野で保険診療が原則と定められているが、ＴＰＰの発

効は、アメリカの企業などの進出によって自由診療の範囲拡大を招き、牽いては、国によ

る保険適用分野拡大の消極化により、皆保険制度が弱体化される危険性が高い。 

また、非関税障壁が撤廃されれば、その多くは法律にもとづいて行われるから、ＴＰＰ

協定の発効に伴い、ＴＰＰ協定の履行のため多数の法律の改廃がなされることが明白であ

る。国民の生命、健康、財産、環境等の保護の見地から国がもうけた規制や国会が制定し
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た法律について、ＴＰＰの締結により全面改正するということは、これらの規制により守

られてきた国民の権利が侵害される可能性が高く、極めて危険である。 

４ ＩＳＤＳ条項について 

ＴＰＰには、ＩＳＤＳ条項（投資家対国家紛争解決条項）が含まれることが確認されて

いる。 

ＩＳＤＳ条項とは、投資協定に関する、受け入れ国政府の措置によって損害を被った外

国投資家に対して、受け入れ国を国際的な第三者機関（仲裁裁判所）に訴えることを可能

にする条項である。 

  ＩＳＤＳ条項により訴えられうる政府の行為は、法律、制度、慣行、事実行為、裁判所

の判決などの広範に及ぶ。そのため、これら広範な政府の行為が、投資家の利益に反しな

い限りの範囲に制限せざるを得なくなり、国民主権原理に抵触するという問題が生ずる。 

また、ＩＳＤＳ条項は、投資家が締約国を提訴する機関として仲裁裁判所を予定してい

るが、例えば既になされた裁判所の判断内容が、かかる第三者機関により投資家の利益を

害するものと判断され、その効力が停止されることとなれば、わが国の裁判権（憲法 76

条１項）の事実上の放棄を意味する。一国の裁判権を投資家の利益のために放棄するよう

な条項の締結は、断じて許されない。 

  この点、与党である自民党も、「国の主権を損なうようなＩＳＤ（Ｓ）条項は合意しな

い」、と公約で打ちだしている。しかし、この公約に反し、ＩＳＤＳ条項が協定に含まれ

ることはすでに確認されており、ＴＰＰに妥結することは、この条項に合意することを意

味するものに他ならない。 

５ 秘密保持契約の存在 

政府は、ＴＰＰ交渉参加に先立ち、秘密保持契約を締結したとして、交渉の実態を隠し

ている。 

これでは妥結が終わるまでＴＰＰの全容が見えないばかりか、見えたときには、拙速な

国会審議で強行採決へ一気に踏み切られてしまう可能性が極めて高く、憲法が条約承認権

を国会に与えた趣旨（７３条但書）を没却するものである。 

さらには、ＴＰＰ発効後、もしくは、ＴＰＰが合意に至らなかった場合にも、最後の交

渉参加から４年間は、交渉原文、各国政府の提案、添付説明資料、交渉の内容に関するＥ

－ｍａｉｌ、および交渉の文脈の中で交渉されたその他の情報を秘匿することが計画され

ており、その点でも国民の知る権利を侵害し、これを前提とする民主主義原理にも反する。 

  これまで公明党、民主党、共産党などは、この秘密保持契約を問題にし、政府に徹底し

た情報開示を求めている。しかしながら、現在に至るまで、国会及び国民の間で議論する

基礎となる確実性ある公の情報は、政府から何も提供されていない。 

６ 結論 

自由法曹団は、我が国の国民主権原理に抵触するなど多数の問題を孕んでいるＴＰＰを

妥結すべきではなく、いまこそ日本がこのＴＰＰ交渉から撤退するよう、強く要請するも

のである。 

   

２０１４年３月１９日 

                    自 由 法 曹 団 
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